
円

繰入金総額 165,881,980 繰越金総額 340,772,551

納付金に必要な税額 1,057,363,341 （円）

1,009,711,817 1,009,711,817
993,647,009

973,201,955 973,476,394

30 31 2 3 4 5

円

繰入金総額 115,549,545 繰越金総額 340,000,000

納付金に必要な税額 1,057,363,341 （円）

996,199,913

980,076,579 980,076,579 980,076,579 980,076,579

2,232,940 2,232,940

30 31 2 3 4 5

円

繰入金総額 352,125,498 繰越金総額 360,000,000

納付金に必要な税額 1,099,139,419 1,099,139,419 1,099,139,419 1,099,139,419 1,099,139,419 1,099,139,419 （円）

30 31 2 3 4 5

37,280,214

952,431,603

57,280,214

952,431,603

6

58,839,852 58,839,852

6

繰入金
上限　年100,000,000

79,452,409 79,452,409

981,368,931 981,368,931

税収 919,687,010 919,687,010

必要額： 1,099,139,419

納
付
金
額

1,040,299,567 1,040,299,567

37,770,488 37,770,488

1,099,139,419

繰越金
総額　360,000,000

100,000,000 100,000,000
80,000,000 80,000,000

繰入金
上限　年100,000,000

33,780,174

943,914,790 943,914,790

4,979,913

923,583,167 907,843,639 907,843,639税収 891,220,000

　
　
　
　
　
納
付
金
額

100,000,000

980,076,579

70,000,000 70,000,000

36,161,789 36,161,789

繰越金
総額　340,000,000

100,000,000

6

税率設定の考え方

①必要額を令和６年度から被保険者が全額負担するように段階的に税率を設定する。

②令和６年度の税率が、令和４年度市町村標準保険料率に近づくよう設定する。

③令和６年度に応能割（所得割)と応益割(均等割と平等割)の比率が1.2対１に近づくよう設定する。

税収以外の財源の考え方

①令和４年度まで繰越金(青色)を投入し、繰越金（青色）の残高については医療費等の不足があった場合の担保とする。

②令和４年度・令和５年度と繰入金（緑色）を段階的に投入する。

③令和６年度から必要額を全て保険税で賄うこととする。

必要額： 980,076,579

37,541,378

税収 923,583,167 906,362,524899,713,889
875,935,016

国民健康保険特別会計歳入の考え方(イメージ)

必要額： 1,009,711,817

繰越金
総額　340,000,000

100,000,000

　
　
　
　
　
　
　
　
　
納
付
金
額

1,009,711,817

20,000,000

93,933,120 66,839,431 60,000,000
繰入金

上限　年100,000,000
33,780,174

税率改正

980,076,579

税率改正 税率改正税率改正

第２次税率改正計画

（令和元年度時点）

税率改正

1,099,139,419

税率改正 税率改正税率改正

第１次税率改正計画

（平成29年度時点）

資料 １－２

税率改正

1,009,711,817

税率改正 税率改正税率改正

第３次税率改正計画

（令和３年度時点）


